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「 歯科におけるオンラ イ ン診療の適切な実施に関する指針」 の策定について 

 

 

情報通信機器を 用いた診療については、こ れまで「 情報通信機器を用いた診療

（ いわゆる「 遠隔診療」） について」（ 平成９ 年 12 月 24 日付け健政発第 1075 号

厚生省健康政策局長通知） において、 その基本的な考え方や医師法（ 昭和 23 年

法律第 201 号） 第 20 条及び歯科医師法（ 昭和 23 年法律第 202 号） 第 20 条と の

関係から 留意すべき 事項を 示すと と も に、 その後の当該通知の二度に渡る改正

と 「 情報通信機器を 用いた診療（ いわゆる「 遠隔診療」） について」（ 平成 29 年

７ 月 14 日付け医政発 0714 第４ 号厚生労働省医政局長通知） において、 その基

本的な考え方等の再度の明確化を図っ てき た。  

情報通信機器を 用いた歯科診療については、その適切な普及のため、医療上の

必要性、安全性及び有効性等を担保する必要があり 、厚生労働省においては、 令

和３ 年 11 月から「 Ｉ Ｃ Ｔ を活用し た歯科診療等に関する検討会」 を開催し 、「 オ

ンラ イ ン診療の適切な実施に関する指針」（ 平成 30 年３ 月 30 日付け医政発 0330

第 46 号厚生労働省医政局長通知の別紙） 等を踏まえ、 情報通信機器を 活用し た

歯科診療等の適切な実施に関する考え方について検討を 行っ てき た。  

今般、当該検討会における結論を 踏まえ、 別紙のと おり「 歯科におけるオンラ

イ ン診療の適切な実施に関する指針」 を策定し たので、貴職におかれてはこ れを

御了知の上、 貴管下保健所設置市（ 特別区を含む。）、 関係機関、 関係団体等に対

する周知徹底をお願いする。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科におけるオンラ イ ン診療の適切な実施に関する指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６ 年３ 月 

厚 生 労 働 省 

 

 

 

別紙 



1  

 

目次 

 

 

Ⅰ 歯科におけるオンラ イ ン診療を取り 巻く 環境と 本指針策定の経緯等 ・ ・ ・ ・ ・  ２  

Ⅱ 本指針の関連法令等 ・ ・ ・ ・ ・  ３  

Ⅲ 本指針に用いら れる用語の定義と 本指針の対象 ・ ・ ・ ・ ・  ５  

１  用語の定義 ・ ・ ・ ・ ・  ５  

２  本指針の対象 ・ ・ ・ ・ ・  ７  

Ⅳ 歯科におけるオンラ イ ン診療の実施に当たっ ての基本理念 ・ ・ ・ ・ ・  ９  

１  基本的理念 ・ ・ ・ ・ ・  ９  

２  様々な形態 ・ ・ ・ ・ ・ 11  

Ⅴ 指針の具体的適用 ・ ・ ・ ・ ・ 13  

１  歯科におけるオンラ イ ン診療の提供に関する事項 ・ ・ ・ ・ ・ 13  

（ １ ）  歯科医師－患者関係／患者合意 ・ ・ ・ ・ ・ 13  

（ ２ ）  適用対象 ・ ・ ・ ・ ・ 14  

（ ３ ）  診療計画 ・ ・ ・ ・ ・ 17  

（ ４ ）  本人確認 ・ ・ ・ ・ ・ 18  

（ ５ ）  薬剤処方・ 管理 ・ ・ ・ ・ ・ 19  

（ ６ ）  診察方法 ・ ・ ・ ・ ・ 20  

２  歯科におけるオンラ イ ン診療の提供体制に関する事項 ・ ・ ・ ・ ・ 21  

（ １ ）  歯科医師の所在 ・ ・ ・ ・ ・ 21  

（ ２ ）  患者の所在 ・ ・ ・ ・ ・ 22  

（ ３ ）  患者が歯科衛生士等と いる場合のオンラ イ ン診療 ・ ・ ・ ・ ・ 23  

（ ４ ）  患者が歯科医師と いる場合のオンラ イ ン診療（ 情報通信機

器を 用いた遠隔から の高度な専門性を 有する歯科医師によ

る診察・ 診断等）  

・ ・ ・ ・ ・ 24  

（ ５ ）  患者が医師と いる場合のオンラ イ ン診療 ・ ・ ・ ・ ・ 25  

（ ６ ）  通信環境（ 情報セキュ リ ティ ・ プラ イ バシー・ 利用端末）  ・ ・ ・ ・ ・ 25  

３  その他歯科におけるオンラ イ ン診療に関連する事項 ・ ・ ・ ・ ・ 31  

（ １ ）  オンラ イ ン診療で用いる歯科医療機器 ・ ・ ・ ・ ・ 31  

（ ２ ）  歯科医師教育／患者教育 ・ ・ ・ ・ ・ 31  

（ ３ ）  質評価／フ ィ ード バッ ク  ・ ・ ・ ・ ・ 32  

（ ４ ）  エビデンスの蓄積 ・ ・ ・ ・ ・ 32  

 



2  

 

Ⅰ 歯科におけるオンラ イ ン診療を取り 巻く 環境と 本指針策定の経緯等 

○  遠隔医療のう ち、 例えば、 医師又は歯科医師と 患者間で実施さ れるオンラ イ ン診療に

ついては、こ れが適切に実施さ れる限り において、無診察治療等を 禁じ ている医師法（ 昭

和 23 年法律第 201 号） 第 20 条及び歯科医師法（ 昭和 23 年法律第 202 号） 第 20 条

に抵触し ないこ と が平成９ 年の厚生省健康政策局長通知等において示さ れた。  

 

○  また、 平成 30 年３ 月に「 オンラ イ ン診療の適切な実施に関する指針」 （ 平成 30 年

３ 月 30 日付け医政発 0330 第 46 号厚生労働省医政局長通知の別紙） が策定さ れ、 こ

れまで計３ 回改定が行われる等、 段階的に利活用の環境が整備さ れてき たと と も に、 オ

ンラ イ ン診療その他の遠隔医療が幅広く 適正に推進さ れるよう 、 令和５ 年６ 月に「 オン

ラ イ ン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」 （ 令和５ 年６ 月 30 日付け医政

発 0630 第３ 号厚生労働省医政局長通知の別添） が策定さ れた。  

 

○  こ のよう な中、 歯科診療においても 、 新型コ ロナウイ ルス感染症の拡大に際し 、 医療

機関の受診が困難になり つつあるこ と に鑑みた時限的・ 特例的な対応と し て、 令和２ 年

４ 月に「 歯科診療における新型コ ロナウイ ルス感染症の拡大に際し ての電話や情報通信

機器を用いた診療等の時限的・ 特例的な取扱いについて」 （ 令和２ 年４ 月 24 日付け厚

生労働省医政局歯科保健課、 医薬・ 生活衛生局総務課事務連絡） が発出さ れ、 電話や情

報通信機器を用いた歯科診療をし て差し 支えないこ と と さ れたが、 その一方で、 Ｉ Ｃ Ｔ

を 活用し た歯科診療等の適切な実施に関する 考え方についてはこ れまで明示さ れてい

なかっ たこ と から 、 令和３ 年 11 月に厚生労働省において、 「 Ｉ Ｃ Ｔ を 活用し た歯科診

療等に関する検討会」 を 設置し 、 こ れまで計４ 回議論が行われ、 本指針がと り まと めら

れた。  

 

○  本指針は、 「 オンラ イ ン診療の適切な実施に関する指針」 や「 オンラ イ ン診療その他

の遠隔医療の推進に向けた基本方針」 を 基本と し つつ、 歯科における特性等を 踏まえ、

歯科におけるオンラ イ ン診療の実施に当たっ ての「 考え方」 、「 最低限遵守する事項」 、

「 推奨さ れる事項」 等、 安全性・ 必要性・ 有効性の観点から 、 歯科医師、 患者及び関係

者が安心、 かつ適切に行われるよう 整理し たも のである。  

 

○  なお、 本指針は、 今後の歯科におけるオンラ イ ン診療の普及、 技術の進展、 エビデン

スの蓄積が期待さ れるこ と から 、 関係する指針等の改訂状況も 踏まえ、 今後も 定期的に

見直すこ と が必要である。 また、 令和２ 年４ 月以降の新型コ ロナウイ ルス感染症の感染

拡大時の対応のよ う に将来においても 社会情勢の変化等状況に応じ て時限的又は特例

的な取扱いが必要になる可能性も ある。  

 



3  

 

Ⅱ 本指針の関連法令等 

○ 無診察治療等の禁止 

歯科医師法（ 昭和 23 年法律第 202 号） （ 抄）  

第 20 条 歯科医師は、 自ら 診察し ないで治療を し 、 又は診断書若し く は処方せん

を交付し てはなら ない。  

 

情報通信機器を 用いた診療（ いわゆる「 遠隔診療」 ） について（ 平成９ 年 12 月 24

日付け健政発第 1075 号厚生省健康政策局長通知）  

 

情報通信機器を 用いた診療（ いわゆる「 遠隔診療」 ） について（ 平成 29 年７ 月 14

日付け医政発 0714 第４ 号厚生労働省医政局長通知）  

 

○ 医療提供場所 

医療法（ 昭和 23 年法律第 205 号） （ 抄）  

第１ 条の２  （ 略）  

２  医療は、 国民自ら の健康の保持増進のための努力を 基礎と し て、 医療を 受ける

者の意向を十分に尊重し 、 病院、 診療所、 介護老人保健施設、 介護医療院、 調剤

を 実施する薬局その他の医療を 提供する施設（ 以下「 医療提供施設」 と いう 。） 、

医療を 受ける者の居宅等（ 居宅その他厚生労働省令で定める場所を いう 。以下同

じ 。 ） において、 医療提供施設の機能に応じ 効率的に、 かつ、 福祉サービ スその

他の関連する サービスと の有機的な連携を図り つつ提供さ れなければなら ない。 

 

医療法施行規則（ 昭和 23 年厚生省令第 50 号） （ 抄）  

第１ 条 医療法（ 昭和 23 年法律第 205 号。 以下「 法」 と いう 。 ） 第１ 条の２ 第２

項の厚生労働省令で定める場所は、 次のと おり と する。  

一 老人福祉法（ 昭和 38 年法律第 133 号） 第 20 条の４ に規定する養護老

人ホーム（ 第９ 条第３ 項第３ 号において同じ 。 ）  

二  老人福祉法第 20 条の５ に規定する特別養護老人ホーム（ 第９ 条第３ 項

第４ 号において同じ 。 ）  

三  老人福祉法第 20 条の６ に規定する軽費老人ホーム（ 第９ 条第３ 項第５

号において同じ 。 ）  

四  有料老人ホーム 

五 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むこ と がで

き る場所であつて、 法第１ 条の２ 第２ 項に規定する医療提供施設（ 以下単

に「 医療提供施設」 と いう 。 ） 以外の場所 
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○ 情報セキュ リ ティ 関係 

個人情報の保護に関する法律（ 平成 15 年法律第 57 号） （ 抄）  

（ 安全管理措置）  

第 23 条 個人情報取扱事業者は、 その取り 扱う 個人データ の漏えい、 滅失又は毀

損の防止その他の個人データ の安全管理のために必要かつ適切な措置を 講

じ なければなら ない。  

（ 従業者の監督）  

第 24 条 個人情報取扱事業者は、 その従業者に個人データ を取り 扱わせるに当た

っ ては、 当該個人データ の安全管理が図ら れるよ う 、 当該従業者に対する

必要かつ適切な監督を 行わなければなら ない。  

（ 委託先の監督）  

第 25 条 個人情報取扱事業者は、 個人データ の取扱いの全部又は一部を委託する

場合は、 その取扱いを 委託さ れた個人データ の安全管理が図ら れるよう 、 委

託を 受けた者に対する必要かつ適切な監督を 行わなければなら ない。  

 

医療情報システムの安全管理に関するガイ ド ラ イ ン（ 平成 17 年３ 月 31 日医政発

第 0331009 号・ 薬食発第 0331020 号・ 保発第 0331005 号厚生労働省医政局長、

医 薬食品局長及び保険局長連名通知； 令和５ 年５ 月改定）  

 

医療情報を取り 扱う 情報システム・ サービスの提供事業者における安全管理ガイ ド

ラ イ ン（ 令和２ 年８ 月策定、 令和４ 年８ 月改定 総務省、 経済産業省）  

 

個人情報の適切な取扱いに係る 基幹システムのセキュ リ ティ 対策の強化について

（ 依頼） （ 平成 27 年６ 月 17 日老発 0617 第１ 号・ 保発 0617 第１ 号厚生労働省

老健局長及び保険局長連名通知）  

 

医療・ 介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ ダンス（ 平成

29 年４ 月 14 日個情第 534 号・ 医政発 0414 第６ 号・ 薬生発 0414 第１ 号・ 老発

0414 第１ 号個人情報保護委員会事務局長、 厚生労働省医政局長、 医薬・ 生活衛生

局長及び老健局長連名通知； 令和５ 年３ 月改正）  
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Ⅲ 本指針に用いら れる用語の定義と 本指針の対象 

１  用語の定義 

（ １ ）  歯科における遠隔医療 

・   情報通信機器を 活用し た健康増進、 歯科医療に関する行為。  

 

（ ２ ）  歯科におけるオンラ イ ン診療 

・   歯科における遠隔医療のう ち、 歯科医師－患者間において、 情報通信機器を 通

し て、 患者の診察及び診断を 行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、 リ アル

タ イ ムにより 行う 行為。  

 

（ ３ ）  歯科におけるオンラ イ ン受診勧奨・ 診療前相談 

・   歯科における遠隔医療のう ち、 歯科医師－患者間において、 情報通信機器を 通

し て患者の診察を 行い、 医療機関への受診勧奨を リ アルタ イ ムによ り 行う 行為。 

・   患者から の症状の訴えや、 問診などの口腔等の状態の情報収集に基づき 、 疑わ

れる歯科疾患等を 判断し て、 歯科疾患名を 列挙し 受診すべき 適切な歯科医療機関

を選択するなど、 患者個人の口腔等の状態に応じ た必要な最低限の歯科医学的判

断を 伴う 行為であり 、 一般用医薬品を 用いた自宅療養を含む経過観察や非受診の

勧奨も 可能である。 具体的な歯科疾患名を 挙げて、 こ れにり 患し ている旨や歯科

医学的判断に基づく 歯科疾患の治療方針を伝達するこ と 、 一般用医薬品の具体的

な使用を指示するこ と 、 処方等を行う こ と などはオンラ イ ン診療に分類さ れるた

め、 こ れら の行為はオンラ イ ン受診勧奨により 行っ てはなら ない。  

・   なお、 社会通念上明ら かに歯科医療機関を受診するほどではない症状の者に対

し て経過観察や非受診の指示を行う よう な場合や、 患者の個別的な状態に応じ た

歯科医学的な判断を 伴わない一般的な受診勧奨については遠隔健康医療相談と

し て実施するこ と ができ る。  

 

（ 診療前相談）  

・   診療前相談は、 日頃より 直接の対面診療を 重ねている等、 患者と 直接的な関係

が既に存在する歯科医師（ 以下、 本指針において「 かかり つけの歯科医師」 と い

う 。） 以外の歯科医師が初診から の歯科における オンラ イ ン 診療を 行おう と する

場合（ 歯科医師が患者の歯科医学的情報を十分に把握でき る場合を除く 。） に、歯

科医師－患者間で映像を用いたリ アルタ イ ムのやり と り を 行い、 歯科医師が患者

の症状及び歯科医学的情報を 確認する行為。  

・   適切な情報が把握でき 、 歯科医師・ 患者双方がオンラ イ ンでの診療が可能であ

ると 判断し 、 相互に合意し た場合にオンラ イ ン診療を 実施するこ と が可能である

（ オンラ イ ン診療を実施する場合においては、 診療前相談で得た情報を 診療録に
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記載する必要がある。 オンラ イ ン診療に至ら なかっ た場合にも 診療前相談の記録

は保存し ておく こ と が望まし い。）。  

・   なお、 診療前相談は、 診断、 処方その他の診療行為は含まない行為である。  

 

（ ４ ）  歯科における遠隔健康医療相談（ 歯科医師）  

・   歯科における遠隔医療のう ち、 歯科医師－相談者間において、 情報通信機器を

活用し て得ら れた情報のやり と り を行い、 患者個人の口腔等の状態に応じ た必要

な歯科医学的助言を行う 行為。  

・   相談者の個別的な状態を 踏まえた診断など具体的判断は伴わないも の。  

 

（ ５ ）  歯科における遠隔健康医療相談（ 歯科医師以外）  

・   歯科における遠隔医療のう ち、 歯科医師又は歯科医師以外の者－相談者間にお

いて、 情報通信機器を 活用し て得ら れた情報のやり と り を 行う が、 一般的な歯科

医学的な情報の提供や、 一般的な受診勧奨に留まり 、 相談者の個別的な状態を踏

まえた疾患のり 患可能性の提示・ 診断等の歯科医学的判断を伴わない行為。  

 

（ ６ ）  歯科におけるオンラ イ ン診療支援者 

・   歯科医師－患者間のオンラ イ ン診療において、 患者が情報通信機器の使用に慣

れていない場合等に、 その方法の説明など円滑なコ ミ ュ ニケーショ ンを支援する

者。  

・   家族であるか、 看護師、 歯科衛生士や介護福祉士等の医療・ 介護従事者である

かは問わない。  

 

（ ７ ）  診断 

・   一般的に、「 診察、検査等により 得ら れた患者の様々な情報を、確立さ れた歯科

医学的法則に当てはめ、 患者の病状などについて判断する行為」 であり 、 疾患の

名称、 原因、 現在の病状、 今後の病状の予測、 治療方針等について、 主体的に判

断を 行い、 こ れを 伝達する行為は診断と さ れ、 歯科医行為と なる。  

 

（ ８ ）  医療情報安全管理関連ガイ ド ラ イ ン 

・   医療情報の取扱いに関わる厚生労働省、 総務省及び経済産業省の３ 省が策定し

ている医療情報の安全管理に関するガイ ド ラ イ ン の総称。「 医療情報システムの

安全管理に関するガイ ド ラ イ ン」（ 厚生労働省） 及び「 医療情報を 取り 扱う 情報シ

ステム・ サービスの提供事業者における安全管理ガイ ド ラ イ ン」（ 総務省、経済産

業省） を指す。  
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○ 本項で定義する用語について、 次項より 以下の略称で示す。  

用語 本指針内での略称 

歯科における遠隔医療 遠隔医療 

歯科におけるオンラ イ ン診療 オンラ イ ン診療 

歯科におけるオンラ イ ン受診勧奨 オンラ イ ン受診勧奨 

「 歯科におけるオンラ イ ン診療」 及び「 歯科にお

けるオンラ イ ン受診勧奨」  
オンラ イ ン診療等 

歯科における遠隔健康医療相談（ 歯科医師）  遠隔健康医療相談（ 歯科医師）  

歯科における遠隔健康医療相談（ 歯科医師以外） 遠隔健康医療相談（ 歯科医師以外） 

歯科におけるオンラ イ ン診療支援者 オンラ イ ン診療支援者 

 

 

２  本指針の対象 

 

※太枠内が本指針の対象 

 

 

（ １ ）  本指針は、 遠隔医療のう ち、 オンラ イ ン診療をその対象と する。  

 

（ ２ ） オンラ イ ン受診勧奨については、一定の歯科医学的判断の伝達を伴う も のであり 、

誤っ た情報を患者に伝達し た場合にはリ スク が発生するも のである から 、 本指針の

対象と する。 本指針の適用に当たっ ては、「 オンラ イ ン診療」 を「 オンラ イ ン受診勧

奨」 と 読み替えて適用するが、直接の対面診療を 前提と せず、処方も 行わないので、

歯科医師－患者間
（ Dent i st  t o Pat i ent ）

歯科医師－歯科医師間
（ Dentist to Dentist） 等

遠隔健康医療相談
（ 歯科医師以外が行う こ と も 可能）

オン ラ イ ン 診療

オン ラ イ ン 受診勧奨
具体的疾患にり 患し ている旨の伝達や

医薬品等の処方等は行わない

診断等の
歯科医学的
判断を含む

一般的な
情報提供

歯科における 遠隔医療
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Ⅴ１ 「（ １ ）  歯科医師－患者関係／患者合意」 のイ ｄ 、「（ ２ ）  適用対象」 のイ ａ

から ｄ 及びｇ 、「（ ３ ）  診療計画」 並びに「（ ５ ）  薬剤処方・ 管理」 については適

用し ない。  

 

（ ３ ）  遠隔健康医療相談については、 本指針の対象と はし ない。 ただし 、 遠隔健康医療

相談においても 、 診断等の相談者の個別的な状態に応じ た歯科医学的判断を 含む行

為が業と し て行われないよう マニュ アルを 整備し 、 その遵守状況について適切なモ

ニタ リ ングが行われるこ と が望まし い。  

 

（ ４ ）  歯科医師が情報通信機器を 通し て患者を 歯科診療する際に、 歯科医師と 患者の間

にオンラ イ ン診療支援者が介在する場合のう ち、 オンラ イ ン診療支援者は単に情報

通信機器の操作方法の説明等を 行う に留まる場合のほか、 歯科医師が歯科衛生士や

看護師等（ 以下、「 歯科衛生士等」 と いう 。） に対し て歯科診療の補助行為を 指示す

る場合は、 歯科医師－患者間で行われるオン ラ イ ン診療の一形態と し て、 本指針の

対象と する 。 一方で、 歯科医師が患者に対し て通信機器を通し た診療を し ていない

状態で、 歯科医師が歯科衛生士等の医療従事者に対し てオンラ イ ンで指示を 行い、

その指示に従い当該医療従事者が歯科診療の補助行為等を行う 場合は、 本指針の対

象と はし ない。  

 

 本指針の適用 具体例 

オンラ イ ン診療 適用 

・  口腔状態が安定し ており 、 かつ、 定

期的な経過観察や口腔機能の状態確

認等、 口腔の管理が必要な場合につ

いて、 直接の対面診療の一部を オン

ラ イ ン 診療に代替し 、 対面診療と オ

ンラ イ ン診療を組み合わせて実施 

オンラ イ ン受診勧奨 

Ⅴ１ （ １ ） イ ｄ ,

（ ２ ） イ ａ －ｄ 及

びｇ ,（ ３ ） 並びに

（ ５ ） を 除き 適用 

・  歯科医師が患者に対し 詳し く 問診を

行い、歯科医師が患者個人の心身の状

態に応じ た歯科医学的な判断を 行っ

た上で、適切な専門の歯科医療機関へ

の受診勧奨を 実施 

遠隔健康医療相談 適用なし  

・  相談者個別の状態に応じ た歯科医師

の判断を 伴わない、歯科医療に関する

一般的な情報提供や受診勧奨（ 「 歯の

痛みがある 場合は歯科を 受診し てく

ださ い」 と 勧奨する等）  
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Ⅳ 歯科におけるオンラ イ ン診療の実施に当たっ ての基本理念 

１  基本的理念 

オンラ イ ン診療は、  

① 患者の日常生活の情報も 得るこ と により 、歯科医療の質の向上に結び付けていく

こ と  

② 歯科医療を 必要と する患者に対し て、 歯科医療に対するアク セシビリ ティ （ アク

セスの容易性） を 確保し 、 より よい歯科医療を 得ら れる機会を 増やすこ と  

③ 患者が歯科治療に能動的に参画するこ と により 、歯科治療の効果を 最大化するこ

と  

を目的と し て行われるべき も のである。  

こ う し た基本理念は、 医療法第１ 条の「 医療を 受ける者の利益の保護及び良質かつ適

切な医療を 効率的に提供する体制の確保を図り 、 も つて国民の健康の保持に寄与するこ

と 」 に資するも のである。  

歯科医師及び患者は、以上を念頭に置いたう えで、オンラ イ ン診療を 行う べき である。

特に、 歯科医師については、 以下に示す基本理念に従っ てオンラ イ ン診療を 提供すべき

である。  

 

（ １ ）  歯科医師－患者関係と 守秘義務 

歯科医師－患者間の関係において、 診療に当たり 、 歯科医師が患者から 必要な情

報の提供を 求めたり 、 患者が歯科医師の治療方針へ合意し たり する際等には、 相互

の信頼が必要と なる。  

こ のため、「 かかり つけの歯科医師」 にて行われるこ と が基本であり 、対面診療を

適切に組み合わせて行う こ と が求めら れる。  

 

（ ２ ）  歯科医師の責任 

オンラ イ ン診療により 歯科医師が行う 診療行為の責任については、 原則と し て当

該歯科医師が責任を負う 。  

こ のため、 歯科医師はオンラ イ ン診療で十分な情報を 得ら れているか、 その情報

で適切な診断ができ る か等について、 慎重に判断し 、 オンラ イ ン診療による診療が

適切でない場合には、 速やかにオンラ イ ン 診療を中断し 、 対面によ る診療に切り 替

えるこ と が求めら れる。  

患者の状態、 歯科疾患の特性や歯科治療の内容等を 踏まえ、 対面診療と オンラ イ

ン診療の「 ベスト ミ ッ ク ス」 を 作るこ と によっ て、 歯科診療の質が高まるよう に行

う こ と が求めら れる。  

 また、歯科医師は患者の医療情報が漏洩するこ と や改ざんさ れるこ と のないよう 、

情報通信及び患者の医療情報の保管について、 Ⅴ２ （ ６ ） に定める 内容及び関連す

るガイ ド ラ イ ンに沿っ て適切に行う こ と が求めら れる。  
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（ ３ ）  歯科医療の質の確認及び患者安全の確保 

オンラ イ ン診療により 行われる歯科診療行為が安全で最善のも のと なるよう 、 歯

科医師は自ら が行っ た歯科診療について、 対面診療の場合と 同様に治療成績等の有

効性の評価を 定期的に行わなければなら ない。   

また、 患者の急変などの緊急時等で、 オンラ イ ン診療の実施が適切でない状況に

なっ た場合においても 、 患者の安全が確保さ れるよう 、 歯科医師は、 必要な体制を

確保し なければなら ない。  

 

（ ４ ）  オンラ イ ン診療の限界などの正確な情報の提供 

個別の疾病等の状況にも よるが、 オンラ イ ン診療においては、 対面診療に比べて

得ら れる患者の心身の状態に関する情報が限定さ れる。 その一方、 オンラ イ ン であ

るために生活環境等についての情報は得やすく なる。  

歯科医師は、 こ う し たオンラ イ ン診療による診療行為の限界等を 正し く 理解し た

上で、 患者及びその家族等に対し て、 オン ラ イ ン診療の利点やこ れにより 生ずるお

それのある不利益等について、 事前に説明を 行わなければなら ない。  

 

（ ５ ）  安全性や有効性のエビデンスに基づいた歯科医療 

適切なオンラ イ ン診療の普及のためには、 その歯科医療上の安全性・ 必要性・ 有

効性が担保さ れる必要があり 、 歯科医師は安全性や有効性についてのエビデンスに

基づいた歯科医療を行う こ と が求めら れる。  

特に、 オンラ イ ン診療においては、 対面診療と 比べて、 歯科医療へのアク セスが

向上すると いう 側面がある一方で、 得ら れる情報が少なく なっ てし まう と いう 側面

も あるこ と を考慮し 、 安全性・ 必要性・ 有効性の観点から 、 適切な歯科診療を 実施

し なければなら ない。  

歯科診療は侵襲的な処置も 多いこ と から 、 オンラ イ ン診療を行おう と する際は患

者の状態や歯科疾患の特性等を 踏まえ、 慎重に検討する必要がある 。 なお、 オンラ

イ ン診療は対面診療を 適切に組み合わせて行う も のであるこ と に留意する必要があ

る。  

また、 オンラ イ ン診療は、 上記のと おり 、 対面診察に比べて得ら れる情報が少な

く なっ てし まう こ と から 、 治験や臨床試験等を 経ていない安全性の確立さ れていな

い歯科医療を 提供するべき ではない。  

 

（ ６ ）  患者の求めに基づく 提供の徹底 

オンラ イ ン診療は、 患者がその利点及び生ずるおそれのある不利益等について理

解し た上で、 患者がその実施を 求める場合に実施さ れるべき も のである。 ただし 、

患者の求めのみの安易なオンラ イ ン診療は慎むべき であり 、 また研究を主目的と し

たり 歯科医師側の都合のみで安易なオンラ イ ン診療を 行っ たり し てはなら ない。  
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２  様々な形態 

歯科において歯科医師と 患者間で行われるオンラ イ ン診療は、患者側から 当該診療に

同席する者の有無や役割により 、以下の（ １ ） ～（ ６ ） に掲げる類型が主に考えら れる。  
 

（ １ ）  Dentist to Patien t 

患者側に医療従事者の同席なし で、 歯科医師と 患者間で歯科診療を 行う 形態。  

 

【 特徴】  

・   歯科医師が患者に対し て非接触下で歯科診療を実施でき るため、 他の類型と 比

較し て感染症への感染リ スク を最も 軽減でき る。   

・   患者の通院に伴う 負担を 軽減でき る。 定期的な訪問歯科診療等を受けている場

合には、 歯科医師等に自宅等を 訪問さ れる こ と による 患者の負担を 軽減でき る 。 

 

（ ２ ）  Dentist to Patien t w ith  Dentist 

患者側にかかり つけの歯科医師等の歯科医師が同席する場合、 遠隔地にいる歯科

医師が、 歯科診療を行う 形態。  

 

【 特徴】  

・   歯科医療資源が限ら れる地域においても 、 専門の歯科医師等による 歯科診療を

受けるこ と ができ る。  

・   かかり つけの歯科医師等の歯科医師が同席するこ と で、 専門の歯科医師等と の

情報共有がスムーズと なる。  

 

（ ３ ）  Dentist to Patien t w ith  Denta l hyg ien ist 

患者側に歯科衛生士が同席する場合、 遠隔地にいる歯科医師が、 歯科診療を行う

形態。  

 

【 特徴】  

・   歯科衛生士によ る 歯科医学的な支援や情報通信機器の使用のサポート 等によ

り 、 患者と 歯科医師と の間の円滑な意思疎通が可能と なる。  

 

（ ４ ）  Dentist to Patien t w ith  その他医療従事者 

患者側に看護師等の医療従事者が同席する場合、 遠隔地にいる歯科医師が、 歯科

診療を 行う 形態。  

 

【 特徴】  

・   その他医療従事者によ る 歯科医学的な支援や情報通信機器の使用のサポート

等により 、 患者と 歯科医師と の間の円滑な意思疎通が可能と なる。  
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・   薬剤師が同席する場合は、 歯科医師の処方箋に基づく 薬剤師による調剤・ 服薬

指導を 実施するこ と が可能である。  

 

（ ５ ）  Dentist to Patien t w ith  オンラ イ ン診療支援者（ 医療従事者以外）  

患者側に医療従事者以外のオンラ イ ン診療支援者が同席する場合、 遠隔地にいる

歯科医師が、 歯科診療を 行う 形態。  

 

【 特徴】  

・   オンラ イ ン診療支援者の情報通信機器の使用のサポート 等により 、 患者と 歯科

医師の間の円滑なオンラ イ ン診療の実施が可能と なる。  

 

（ ６ ）  Dentist to Patien t w ith  Doctor 

医師が訪問診療等を 行う 際に、 遠隔地にいる 歯科医師が情報通信機器を 活用し 、

医師と 連携し て歯科診療を行う 形態。  

 

【 特徴】  

・   主治医等の医師が同席するこ と で、 かかり つけの歯科医師が主治医等と の情報

共有が行いやすく なり 、 より 円滑な医科歯科連携のも と 、 患者に対し 歯科診療を

行う こ と ができ る。  
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Ⅴ 指針の具体的適用 

本章においては、 オンラ イ ン診療を実施するに当たり 、「 最低限遵守する事項」 及び「 推

奨さ れる事項」 を 、 その考え方と と も に示す。  

また、 本指針の理解を 容易にするため、 必要に応じ て、 オンラ イ ン診療と し て「 適切な

例」 及び「 不適切な例」 等を 付記する。  

「 最低限遵守すべき 事項」 と し て掲げる事項は、 オンラ イ ン診療の安全性を 担保し 、 歯

科診療と し て有効な問診、 診断等が行われるために必要なも のである。 こ のため、「 最低限

遵守すべき 事項」 と し て掲げる事項を 遵守し てオンラ イ ン診療を行う 場合には、 歯科医師

法第 20 条に抵触する も のではない。 なお、 患者等の歯科医療情報を 保護する観点から セ

キュ リ ティ に関し ては、 ２ （ ６ ） に遵守すべき 事項と し て記載する。  

なお、 患者に重度の認知機能障害がある等により 歯科医師と 十分に意思疎通を 図るこ と

ができ ない場合は、 患者本人を診察するこ と を基本と し ながら も 、 患者の家族等が、 患者

の代理と し て、 歯科医師と の情報のやり と り ・ 診療計画の合意等を 行う こ と ができ る。  

 

１  歯科におけるオンラ イ ン診療の提供に関する事項 

（ １ ）  歯科医師－患者関係／患者合意 

ア 考え方 

オンラ イ ン診療は、 歯科医師側の都合で行う も のではなく 、 患者側から の求めが

あっ てはじ めて成立するも のである。  

オンラ イ ン診療においては、 患者が歯科医師に対し て、 口腔等の状態に関する情

報を伝える こ と と なる こ と から 、 歯科医師と 患者が相互に信頼関係を 構築し た上で

行われるべき であり 、 後述の「（ ３ ）  診療計画」 と し て定めるオンラ イ ン診療の具

体的な実施ルールも 含め、 双方の合意に基づき 実施さ れる必要がある。  

また、 オンラ イ ン診療の利点やこ れにより 生じ るおそれのある不利益等について、

歯科医師から 患者に対し て十分な情報を提供し た上で、 患者の合意を得るこ と を徹

底し 、 その上で歯科医師が適切にオンラ イ ン 診療の適用の可否を 含めた歯科医学的

判断を 行う べき である。  

 

イ  最低限遵守する事項 

ａ  オンラ イ ン診療を 実施する際は、 オン ラ イ ン診療を 実施する旨について、 歯科

医師と 患者と の間で合意がある場合に行う こ と 。  

ｂ  ａ の合意を 行う に当たっ ては、 歯科医師は、 患者がオンラ イ ン 診療を希望する

旨を 明示的に確認するこ と 。 なお、 オンラ イ ン受診勧奨については、 患者から の

連絡に応じ て実施する場合には、 患者側の意思が明白であるため、 当該確認は必

要ではない。  
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ｃ  オンラ イ ン診療を 実施する都度、 歯科医師が歯科医学的な観点から 実施の可否

を判断し 、 オンラ イ ン診療を 行う こ と が適切でないと 判断し た場合はオンラ イ ン

診療を 中止し 、 速やかに適切な対面診療につなげるこ と 。  

ｄ  歯科医師は、 患者の a の合意を得るに先立ち、 患者に対し て以下の事項につい

て説明を行う こ と 。 なお、 緊急時にやむを 得ずオンラ イ ン診療を 実施する場合で

あっ て、 ただちに説明等を行う こ と ができ ないと き は、 説明可能と なっ た時点に

おいて速やかに説明を 行う こ と 。  

・   触診等を 行う こ と ができ ない等の理由によ り 、 オンラ イ ン診療で得ら れる

情報は限ら れているこ と から 、 対面診療を組み合わせる必要があるこ と  

・   オン ラ イ ン診療を 実施する都度、 歯科医師がオン ラ イ ン診療の実施の可否

を 判断するこ と  

・   （ ３ ） に示す「 診療計画」 に含まれる事項 

 

 

（ ２ ）  適用対象 

ア 考え方 

オンラ イ ン診療では、  

・   得ら れる情報が視覚及び聴覚に限ら れる中で、 可能な限り 、 疾病の見落と

し や誤診を 防ぐ 必要があるこ と  

・   歯科医師が、 患者から 心身の状態に関する適切な情報を 得るために、 日頃

より 直接の対面診療を 重ねるなど、 歯科医師－患者間で信頼関係を 築いてお

く 必要があるこ と  

から 、 初診も 含め「 かかり つけの歯科医師」 が行う こ と が原則である。  

ただし 、 歯科医学的情報が十分に把握でき 、 患者の症状と 合わせて歯科医師が可

能と 判断し た場合にも 、 オンラ イ ン診療を実施でき る。  

なお、 本指針における「 初診」 と は、 初めて診察を行う こ と や、 継続的に診察し

ている場合においても 、 新たな症状等（ ただし 、 既に診断さ れている疾患から 予測

さ れた症状等を除く 。） に対する診察を行う 場合や、疾患が治癒し た後又は治療が長

期間中断し た後に改めて同一疾患について診察する場合を いう 。  

オンラ イ ン診療の実施にあたっ ては、 一連の診療行為の中で、 対面診療を 適切に

組み合わせて行う こ と が求めら れる。 特に、 初診から オンラ イ ン 診療を 行おう と す

る際は、 把握でき る歯科医学的情報や患者の症状等を 踏まえ、 適切なオンラ イ ン診

療を行う こ と ができ るか歯科医師が慎重に判断する必要がある。  

オンラ イ ン診療の開始後であっ ても 、 オンラ イ ン診療の実施が望まし く ないと 判

断さ れる場合については対面による歯科診療を 行う べき である。  

上記以外の場合であっ て、 初診から のオンラ イ ン診療を 行おう と すると き は、 診

療前相談を 行い、 歯科医師及び患者双方がオンラ イ ンでの診療が可能であると 判断

し 、 相互に合意するこ と が必要である。  
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オンラ イ ン診療後に対面診療が必要な場合については、  

・   「 かかり つけの歯科医師」 がいる場合には、 オンラ イ ン診療を 行っ た歯科医師

が「 かかり つけの歯科医師」 に紹介し 、「 かかり つけの歯科医師」 が実施するこ と

が望まし い。  

・   「 かかり つけの歯科医師」 がいない場合等においては、 オンラ イ ン診療を 行っ

た歯科医師が対面診療を行う こ と が望まし いが、 患者の近隣の対面診療が可能な

歯科医療機関に紹介するこ と も 想定さ れる（ ただし 、 オンラ イ ン診療を 行っ た歯

科医師自身では対応困難な疾患・ 病態の患者や緊急性がある場合については、 オ

ン ラ イ ン 診療を 行っ た歯科医師がよ り 適切な医療機関に自ら 連絡し て紹介する

こ と が求めら れる。）。  

また、 新興・ 再興感染症の流行下等において、 オンラ イ ン診療は、 患者と 歯科医

師の非接触下での診療と なるため、 医療従事者及び患者等の感染リ スク を 軽減する

こ と ができ る。  

 

イ  最低限遵守する事項 

ａ  直接の対面診察と 同等でないにし ても 、 こ れに代替し 得る程度の患者の口腔等

の状態に関する有用な情報を 、 オンラ イ ン診療により 得るこ と 。  

ｂ  オンラ イ ン診療の実施の可否の判断については、 安全にオンラ イ ン診療が行え

るこ と を確認し ておく こ と が必要であるこ と から 、 オンラ イ ン診療が困難な症状

と し て、 一般社団法人日本医学会連合が作成し た「 オンラ イ ン診療の初診に適さ

ない症状」 等の関係学会が定める提言等を 踏まえて歯科医師が判断し 、 オンラ イ

ン診療が適さ ない場合には対面診療を 実施する（ 対面診療が可能な歯科医療機関

を紹介する場合も 含む。） こ と が望まし い。なお、 緊急性が高い症状の場合は速や

かに対面受診を 促すこ と に留意する。  

ｃ  初診を 含むオンラ イ ン診療については、 原則と し て「 かかり つけの歯科医師」

が行い、 対面診療と 適切に組み合わせて行う こ と 。 ただし 、 既往歴、 服薬歴、 ア

レルギー歴等の他、 症状から 勘案し て問診及び視診を 補完するのに必要な歯科医

学的情報を 過去の診療録、 診療情報提供書、 歯科健康診査の結果、 地域医療情報

ネッ ト ワーク 、 お薬手帳、 Personal Health  Record（ 以下「 PHR」 と いう 。） 等

も 含めた歯科医学的情報から 十分に把握でき 、 患者の症状と 合わせて歯科医師が

可能と 判断し た場合にも 実施でき る（ 事前に得た情報を 診療録に記載する必要が

ある。）。  

ｄ  c 以外の場合と し て「 かかり つけの歯科医師」 以外の歯科医師が診療前相談を

行っ た上で初診から のオンラ イ ン診療を 行う のは、  

・   「 かかり つけの歯科医師」 がオンラ イ ン診療を 行っ ていない場合や、 休日

夜間等で、「 かかり つけの歯科医師」 がオンラ イ ン診療に対応でき ない場合 

・   患者に「 かかり つけの歯科医師」 がいない場合 
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・   「 かかり つけの歯科医師」 がオンラ イ ン診療に対応し ている 専門的な歯科

医療等を提供する 歯科医療機関に紹介する場合（ 必要な連携を 行っ ている場

合、 Dentist to Patient w ith  Dentist の場合を 含む。） や、 セカ ンド オピニオ

ンのために受診する場合 

が想定さ れる。 その際、 オン ラ イ ン診療の実施後、 対面診療につなげら れるよう

にし ておく こ と が、 安全性が担保さ れたオンラ イ ン診療が実施でき る体制と し て

求めら れる。  

ｅ  診療前相談により 対面受診が必要と 判断し た場合であっ て、 対面診療を行う の

が他院である場合は、 診療前相談で得た情報について必要に応じ て適切に情報提

供を 行う こ と 。  

ｆ  診療前相談を 行う にあたっ ては、 結果と し てオンラ イ ン診療が行えない可能性

があるこ と や、 診療前相談の費用等について歯科医療機関のホームページ等で示

すほか、 あら かじ め患者に十分周知するこ と が必要である。  

ｇ  急病急変患者や急変する可能性の高い患者については、 原則と し て直接の対面

による歯科診療を 行う こ と 。 なお、 急病急変患者や急変する可能性の高い患者で

あっ ても 、 直接の対面による歯科診療を 行っ た後、 患者の容態が安定し た段階に

至っ た際は、 オンラ イ ン診療の適用を 検討し ても よい。  

 

ウ 推奨さ れる事項 

自身の口腔等の状態に関する情報の伝達に困難がある患者については、 伝達でき

る情報が限定さ れるオンラ イ ン診療の適用を 慎重に判断するべき である。  

 

エ 適切な例 

ａ  口腔状態が安定し ており 、 かつ、 定期的な経過観察や口腔機能の状態確認等、

口腔の管理が必要な場合について、 直接の対面診療の一部を オンラ イ ン診療に代

替し 、 対面診療と オンラ イ ン診療を 組み合わせるこ と で、 歯科医師及び患者の利

便性や歯科医学管理の継続性、 患者の日常生活の情報も 得るこ と による歯科医療

の質の向上を図る例。  

ｂ   以下２ （ ４ ） に示すよう な、 希少性の高い疾患等、 専門性の観点から 近隣の歯

科医療機関では診断や継続管理が困難な疾患である こ と や遠方から では受診す

るまでに長時間を 要するこ と 等により 、 患者の早期診断や継続管理のニーズを 満

たすこ と が難し い患者を対象に Dentist to Patien t w ith  Dentist の診療形態にお

いて行う 例。  

ｃ  新興・ 再興感染症の流行下等において、 医療従事者及び患者等の感染リ スク を

軽減するためにオンラ イ ン診療を 行う 例。  
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（ ３ ）  診療計画 

ア 考え方 

歯科医師は、 患者の口腔等の状態について十分な歯科医学的評価を 行っ た上で、

歯科医療の安全性の担保及び質の確保・ 向上や、 利便性の向上を 図る観点から 、 オ

ンラ イ ン診療を 行う に当たっ て必要と なる 歯科医師－患者間のルールについて、 イ

a に掲げら れるよう な事項を含め、「 診療計画」 と し て、 患者の合意を得ておく べき

である。  

なお、診療を行う 歯科医師が代わる場合に、「 診療計画」 を 変更するこ と により オ

ンラ イ ン診療の曜日や時間帯の変更など、 患者の不利益につながる と き は、 患者の

意思を 十分尊重するべき である。  

 

イ  最低限遵守する事項 

ａ  歯科医師は、 オンラ イ ン診療を 行う 前に、 患者の口腔等の状態について、 直接

の対面診療により 十分な歯科医学的評価（ 診断等）を 行い、その評価に基づいて、

次の事項を 含む「 診療計画」 を定め、 ２ 年間は保存するこ と 。  

・   オンラ イ ン診療で行う 具体的な診療内容（ 疾病名、 治療内容等）  

・   オン ラ イ ン診療と 直接の対面診療、 検査の組み合わせに関する事項（ 頻度

やタ イ ミ ング等）  

・   診療時間に関する事項（ 予約制等）  

・   オンラ イ ン診療の方法（ Dentist to Patien t w ith  Denta l hyg ien ist 等の実

施形態、 使用する情報通信機器等）  

・   オン ラ イ ン診療を 行わないと 判断する 条件と 、 条件に該当し た場合に直接

の対面診療に切り 替える旨（ 情報通信環境の障害等により オンラ イ ン診療を

行う こ と ができ なく なる場合を含む。）  

・   触診等ができ ないこ と 等により 得ら れる情報が限ら れるこ と を 踏まえ、 患

者が診察に対し 積極的に協力する必要がある旨 

・   急病急変時の対応方針（ 自ら が対応でき ない疾患等の場合は、 対応でき る

医療機関の明示）  

・   複数の歯科医師がオンラ イ ン診療を 実施する予定がある 場合は、 その歯科

医師の氏名及びどのよう な場合にどの歯科医師がオンラ イ ン診療を 行う かの

明示 

・   情報漏洩等のリ スク を 踏まえて、 セキュ リ ティ リ スク に関する責任の範囲

（ 責任分界点） 及びそのと ぎれがないこ と 等の明示 

ｂ  ａ に関わら ず、 初診から のオンラ イ ン 診療を行う 場合については、 診察の後に

その後の方針（ 例えば、 次回の診察の日時及び方法並びに症状の増悪があっ た場

合の対面診療の受診先等） を 患者に説明する。  

ｃ  オンラ イ ン診療において、 映像や音声等を 、 歯科医師側又は患者側端末に保存

する場合には、 それら の情報が歯科診療以外の目的に使用さ れ、 患者又は歯科医
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師が不利益を被るこ と を防ぐ 観点から 、 事前に歯科医師－患者間で、 映像や音声

等の保存の要否や保存端末等の取り 決めを 明確にし 、 双方で合意し ておく こ と 。

なお、 歯科医療情報の保存については、 ２ （ ６ ） を 参照するこ と 。  

ｄ  オンラ イ ン診療を 行う 疾病について急変時に備え、 オンラ イ ン 診療を 実施する

歯科医師自ら が対応でき ないこ と が想定さ れる場合、 そのよう な急変に対応でき

る医療機関（ 歯科医療機関も 含む。） に対し て当該患者の診療録等必要な歯科医療

情報が事前に伝達さ れるよう 、 患者の口腔等の状態に関する情報提供を 定期的に

行う など、 適切な体制を整えておかなければなら ない。   

なお、 離島など、 急変時の対応を 速やかに行う こ と が困難と なると 想定さ れる

場合については、 急変時の対応について、 事前に関係医療機関（ 歯科医療機関も

含む。） と の合意を行っ ておく べき である。  

 

ウ 推奨さ れる事項 

ａ  「 診療計画」 は、 文書又は電磁的記録により 患者が参照でき る よう にするこ と

が望まし い。  

ｂ   同一疾患について、 複数の歯科医師が同一の患者に対し オンラ イ ン診療を 行う

場合や、 他の領域の専門医に引き 継いだ場合において、 既に作成さ れている「 診

療計画」 を 変更するこ と により 、 患者の不利益につながると き は、 患者の意思を

十分尊重し た上で、 当該「 診療計画」 を 変更せずにオンラ イ ン診療を 行う こ と が

望まし い。  

 

 

（ ４ ）  本人確認 

ア 考え方 

オンラ イ ン診療において、 患者が歯科医師に対し て心身の状態に関する情報を 伝

えるに当たっ ては、 歯科医師は歯科医師であるこ と を、 患者は患者本人であるこ と

を 相手側に示す必要がある。 また、 オンラ イ ン診療であっ ても 、 姓名を 名乗っ ても

ら う などの患者確認を 、 直接の対面診察と 同様に行う こ と が望まし い。  

 

イ  最低限遵守する事項 

ａ  緊急時などに歯科医師、 患者が身分確認書類を保持し ていない等のやむを得な

い事情がある場合を除き 、 原則と し て、 歯科医師と 患者双方が身分確認書類を 用

いてお互いに本人であるこ と の確認を 行う こ と 。 ただし 、 かかり つけの歯科医師

がオンラ イ ン診療を行う 場合等、 社会通念上、 当然に歯科医師、 患者本人である

と 認識でき る状況であっ た場合には、 診療の都度本人確認を 行う 必要はない。  

ｂ  初診でオンラ イ ン診療を実施する場合、 当該患者の本人確認は、 原則と し て、

顔写真付き の身分証明書（ マイ ナンバーカ ード 、 運転免許証、 パスポート 等） で

行う か、 顔写真付き の身分証明書を 有し ない場合は、 ２ 種類以上の身分証明書を
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用いる、 あるいは１ 種類の身分証明書し か使用でき ない場合には、 当該身分証明

書の厚みその他の特徴を十分に確認し た上で、 患者本人の確認のための適切な質

問や全身観察等を 組み合わせて、 本人確認を 行う 。  

ｃ  歯科医師の本人証明の方法と し て、 なり すまし 防止のために、 社会通念上、 当

然に歯科医師本人であると 認識でき る場合を 除き 、 原則と し て、 顔写真付き の身

分証明書（ HPKI カ ード 、 マイ ナンバーカ ード 、 運転免許証、 パスポート 等） を 用

いて歯科医師本人の氏名を 示すこ と 。 なお、 身分証明書の提示は歯科医師の氏名

の確認が目的であり 、 歯科医籍登録番号、 マイ ナンバー、 運転免許証番号、 パス

ポート 番号、 住所、 本籍等に係る情報を 提示するこ と を 要するも のではない。  

ｄ  「 歯科医籍登録年」 を伝える（ 歯科医師免許証を用いるこ と が望まし い。） など、

歯科医師が歯科医師の資格を 保有し ている こ と を 患者が確認でき る 環境を 整え

ておく こ と 。 また、 必要に応じ て、 厚生労働省の「 医師等資格確認検索」（ 氏名、

性別、歯科医籍登録年） を 用いて歯科医師の資格確認が可能である旨を 示すこ と 。

ただし 、 初診を 直接の対面診療で行っ た際に、 社会通念上、 当然に歯科医師であ

ると 認識でき る状況であっ た場合、 その後に実施するオンラ イ ン診療においては、

患者から の求めがある 場合を 除き 、 歯科医師である旨の証明を する 必要はない。 

 

ウ 確認書類の例 

ａ  患者の本人確認： 健康保険証（ 被保険者証）、マイ ナンバーカ ード 、運転免許証、

パスポート 等の提示 

ｂ  歯科医師の本人証明： HPKI カ ード 、 マイ ナンバーカ ード 、 運転免許証、 パスポ

ート 等の提示 

ｃ  歯科医師の資格証明：  HPKI カ ード 、 歯科医師免許証の提示の活用 

 

 

（ ５ ）  薬剤処方・ 管理 

ア 考え方 

医薬品の使用は多く の場合副作用のリ スク を 伴う も のであり 、 その処方に当たっ

ては、 効能・ 効果と 副作用のリ スク と を 正確に判断する必要がある。  

こ のため、 医薬品を処方する前に、 患者の口腔等の状態を十分評価でき ている必

要がある。 特に、 オン ラ イ ン診療は、 診察手段が限ら れるこ と から 診断や治療に必

要な十分な歯科医学的情報を初診において得るこ と が困難な場合があり 、 そのため

オンラ イ ン診療では安全に処方するこ と ができ ない医薬品がある。  

また、 医薬品の飲み合わせに配慮すると と も に、 適切な用量・ 日数を 処方し 過量

処方と なら ないよう 、 歯科医師が自ら の処方内容を確認すると と も に、 薬剤師によ

る処方のチェ ッ ク を 経るこ と を 基本と し 、 薬剤管理には十分に注意が払われるべき

である。  
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イ  最低限遵守する事項 

ａ  現にオンラ イ ン診療を 行っ ている疾患の延長と さ れる症状に対応するために必

要な医薬品については、 歯科医師の判断により 、 オンラ イ ン診療による処方を 可

能と する。 初診から のオンラ イ ン診療の場合及び新たな疾患に対し て医薬品の処

方を 行う 場合は、 患者の口腔等の状態の十分な評価を 行う ため、 一般社団法人日

本医学会連合が作成し た「 オンラ イ ン診療の初診での投与について十分な検討が

必要な薬剤」 等の関係学会が定める診療ガイ ド ラ イ ンを参考に行う こ と が望まし

い。  

ただし 、 初診の場合には以下の処方は行わないこ と 。   

・   麻薬の処方 

・   基礎疾患等の情報が把握でき ていない患者に対する、 特に安全管理が必要

な医薬品（ 診療報酬における薬剤管理指導料の「 １ 」 の対象と なる薬剤） の

処方 

・   基礎疾患等の情報が把握でき ていない患者に対する８ 日分以上の処方 

また、 重篤な副作用が発現する おそれのある医薬品の処方は特に慎重に行う と

と も に、 処方後の患者の服薬状況の把握に努めるなど、 そのリ スク 管理に最大限

努めなければなら ない。  

ｂ  歯科医師は、患者に対し 、現在服薬し ている医薬品を 確認し なければなら ない。  

こ の場合、 患者は歯科医師に対し 正確な申告を行う べき である。  

 

ウ 推奨さ れる事項 

歯科医師は、 患者に対し 、 かかり つけ薬剤師・ 薬局の下、 医薬品の一元管理を行

う こ と を求めるこ と が望まし い。  

 

エ 不適切な例 

ａ  患者が、歯科医学的な必要性に基づかない特定の医薬品の処方を 希望するなど、

医薬品の転売や不適正使用が疑われる よ う な場合に処方する こ と はあっ てはな

ら ず、 こ のよう な場合に対面診療でその必要性等の確認を 行わず、 オンラ イ ン診

療のみで患者の状態を 十分に評価せず処方を 行う 例。  

ｂ  禁忌の確認を 行う のに十分な情報が得ら れていないにも かかわら ず、 オンラ イ

ン診療のみで医薬品を 処方する例。  

 

 

（ ６ ）  診察方法 

ア 考え方 

オンラ イ ン診療では、 得ら れる情報に限り があるため、 歯科医師は、 直接の対面

診療に代替し 得る程度の患者の口腔等の状態に関する有用な情報を 得ら れるよう 努

めなければなら ない。  
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イ  最低限遵守する事項 

ａ  歯科医師がオンラ イ ン診療を 行っ ている間、 患者の状態について十分に必要な

情報が得ら れていると 判断でき ない場合には、 速やかにオンラ イ ン診療を 中止し 、

直接の対面診療を 行う こ と 。  

ｂ  オンラ イ ン診療では、 可能な限り 多く の診療情報を 得るために、 リ アルタ イ ム

の視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を 採用するこ と 。 直接の対面診療に代

替し 得る 程度の患者の心身の状況に関する 有用な情報が得ら れる 場合には補助

的な手段と し て、 画像や文字等による情報のやり と り を活用するこ と は妨げない。

ただし 、 オンラ イ ン診療は、 文字、 写真及び録画動画のみのやり と り で完結し て

はなら ない。  

なお、 オンラ イ ン 診療の間などに、 文字等によ り 患者の病状の変化に直接関わ

ら ないこ と についてコ ミ ュ ニケーショ ンを 行う に当たっ ては、 リ アルタ イ ムの視

覚及び聴覚の情報を 伴わないチャ ッ ト 機能（ 文字、 写真、 録画動画等によ る情報

のやり と り を行う も の） が活用さ れ得る。 こ の際、 オンラ イ ン診療と 区別するた

め、 あら かじ めチャ ッ ト 機能を 活用し て伝達し 合う 事項・ 範囲を 決めておく べき

である。  

c オンラ イ ン診療において、 歯科医師は、 情報通信機器を 介し て、 同時に複数の患

者の診療を 行っ てはなら ない。  

d 歯科医師の他に医療従事者等が同席する場合は、その都度患者に説明を行い、患

者の同意を 得るこ と 。  

 

ウ 推奨さ れる事項 

a 歯科医師と 患者が１ 対１ で診療を 行っ ているこ と を 確認するために、 オン ラ イ

ン 診療の開始時間及び終了時間を アク セスロ グと し て記録する システムである

こ と が望まし い。  

b オンラ イ ン診療を 実施する前に、直接の対面で、実際に使用する情報通信機器や

歯科医療機器を用いた試験を 実施し 、 情報通信機器等を 通し て得ら れる画像の色

彩や動作等について確認し ておく こ と が望まし い。  

 

 

 

２  歯科におけるオンラ イ ン診療の提供体制に関する事項 

（ １ ）  歯科医師の所在 

ア 考え方 

歯科医師は、 必ずし も 歯科医療機関においてオンラ イ ン診療を 行う 必要はないが、

騒音のある 状況等、 患者の心身の状態に関する情報を 得るのに不適切な場所でオン

ラ イ ン診療を 行う べき ではない。  
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また、 歯科診療の質を 確保する観点から 、 歯科医療機関に居る場合と 同等程度に

患者の口腔等の状態に関する情報を 得ら れる体制を 確保し ておく べき である。  

また、 オン ラ イ ン診療は患者の口腔等の状態に関する 情報の伝達を 行う も のであ

り 、当該情報を 保護する観点から 、公衆の場でオンラ イ ン診療を行う べき ではない。  

なお、 患者の急病急変時に適切に対応するためには、 患者に対し て直接の対面診

療を速やかに提供でき る体制を 整えておく 必要がある。 また、 責任の所在を明ら か

にするためにも 、 歯科医師は歯科医療機関に所属し ているべき である。  

 

イ  最低限遵守する事項 

ａ  オンラ イ ン診療を 行う 歯科医師は、 歯科医療機関に所属し 、 その所属及び当該

歯科医療機関の問い合わせ先を明ら かにし ているこ と 。  

ｂ  患者の急病急変時に備え、 患者が速やかにアク セスでき る医療機関（ 歯科医療

機関も 含む。） において直接の対面診療を 行える体制を整えておく こ と 。  

ｃ  歯科医師は、 騒音により 音声が聞き 取れない、 ネッ ト ワーク が不安定であり 動

画が途切れる等、 オンラ イ ン診療を 行う に当たり 適切な判断を 害する場所でオン

ラ イ ン診療を行っ てはなら ない。  

ｄ  オンラ イ ン診療を 行う 際は、 診療録等、 過去の患者の状態を 把握し ながら 診療

するこ と 等により 、 歯科医療機関に居る場合と 同等程度に患者の心身の状態に関

する情報を 得ら れる体制を 整えなければなら ない。 ただし 、 緊急やむを得ない場

合には、 こ の限り でない。  

ｅ  第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わるこ と のないよ う 、 歯科医師は

物理的に外部から 隔離さ れる 空間においてオン ラ イ ン 診療を 行わなければなら

ない。  

ｆ  オンラ イ ン診療を 実施する歯科医療機関は、 ホームページや院内掲示等におい

て、 本指針を 遵守し た上でオンラ イ ン診療を実施し ている旨を 公表するも のと す

る。  

 

ウ 推奨さ れる事項 

オンラ イ ン診療を 行う 歯科医師は、イ b の医療機関に容易にアク セスでき るよう

にするこ と が望まし い。  

 

 

（ ２ ）  患者の所在 

ア 考え方 

医療は、 医療法上、 病院、 診療所等の医療提供施設又は患者の居宅等で提供さ れ

なければなら ないこ と と さ れており 、 こ の取扱いは、 オンラ イ ン診療であっ ても 同

様である。 医療法施行規則第１ 条の現行の規定では、「 居宅等」 と は、 老人福祉法に

規定する養護老人ホーム等のほか、 医療を 受ける者が療養生活を 営むこ と ができる
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場所と 規定さ れている が、 療養生活を 営むこ と ができ る場所については、 オンラ イ

ン診療であるか否かにかかわら ず、 既に、 患者及びその家族等の状態や利便性等を

勘案し た判断を行っ ている。  

他方、 医療は、 生命の尊重と 個人の尊厳の保持を 旨と し 、 歯科医師等の歯科医療

の担い手と 歯科医療を 受ける者と の信頼関係に基づき 提供さ れるも のであるこ と か

ら 、 患者の所在が医療提供施設であるか居宅等であるかにかかわら ず、 第三者に患

者に関する 個人情報・ 歯科医療情報が伝わる こ と のないよう 、 患者のプラ イ バシー

に十分配慮さ れた環境でオンラ イ ン診療が行われるべき である。  

また、 当然ながら 、 清潔が保持さ れ、 衛生上、 防火上及び保安上安全と 認めら れ

るよう な場所でオンラ イ ン診療が行われるべき である。  

 

イ  最低限遵守する事項 

ａ  患者がオンラ イ ン診療を受ける場所は、 対面診療が行われる場合と 同程度に、

清潔かつ安全でなければなら ない。  

ｂ  プラ イ バシーが保たれるよう 、 患者が物理的に外部から 隔離さ れる空間におい

てオンラ イ ン診療が行わなければなら ない。  

ｃ  医療法上、 特定多数人に対し て医業又は歯科医業を 提供する場所は病院又は診

療所であり 、 こ れはオンラ イ ン診療であっ ても 同様であるため、 特定多数人に対

し てオンラ イ ン診療を 提供する場合には、 診療所の届出を 行う こ と 。 ただし 、 巡

回診療の実施については、 昭和 37 年６ 月 20 日付け医発 554 号厚生省医務局長

通知による、 巡回診療の実施に準じ て新たに診療所開設の手続き を要し ない場合

があるこ と 、また、 健康診断等の実施については、平成７ 年 11 月 29 日付け健政

発 927 号厚生省健康政策局長通知による、巡回健診等の実施に準じ て、新たに診

療所開設の手続き を要し ないこ と 。  

 

ウ 患者の所在と し て認めら れる例 

患者の日常生活等の事情によ っ て異なるが、 患者の勤務する 職場等についても 、

療養生活を 営むこ と のでき る場所と し て認めら れる。  

 

 

（ ３ ）  患者が歯科衛生士等と いる場合のオンラ イ ン診療 

ア 考え方 

患者が歯科衛生士等と いる場合のオンラ イ ン診療は、 患者の同意の下、 オンラ イ

ン診療時に、 患者は歯科衛生士等が側にいる 状態で歯科診療を 受け、 歯科医師は診

療の補助行為を 歯科衛生士等に指示するこ と で、 歯科衛生士等を 介し て可能と なる

も の。  

患者が歯科衛生士等と いる場合のオンラ イ ン診療においても 、 本指針に定めら れ

た「 最低限遵守するべき 事項」 等に則っ た診療を行う こ と 。  
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イ  実施可能な診療の補助行為 

歯科医師の指示による 歯科診療の補助行為の内容と し ては、「 診療計画」 に基づ

き 、 予測さ れた範囲内において歯科診療の補助行為を 行う こ と 。  

 

ウ 提供体制 

患者が歯科衛生士等と いる場合のオンラ イ ン診療を 行う 歯科医師は、 原則、 訪問

歯科診療等を定期的に行っ ている かかり つけの歯科医師であり 、 歯科衛生士等は、

同一歯科医療機関の歯科衛生士等であり 、 当該歯科医師と 事前に十分な連携を と っ

ているこ と 。  

 

 

（ ４ ）  患者が歯科医師と いる場合のオンラ イ ン診療（ 情報通信機器を 用いた遠隔から

の高度な専門性を 有する歯科医師による診察・ 診断等）  

ア 考え方 

オンラ イ ン診療の形態の一つと し て、 患者がかかり つけの歯科医師等の歯科医師

と いる場合に行う オンラ イ ン診療である Dentist to Patien t w ith  Dentist がある。

Dentist to Patien t w ith  Den tist において、 情報通信機器を 用いて診療を 行う 遠隔

地にいる歯科医師は、 遠隔から の高度な専門性を 有する 診察・ 診断等を 事前に直接

の対面診療を行わずにオンラ イ ン診療で行う こ と ができ 、 かかり つけの歯科医師等

の歯科医師は、 遠隔地にいる歯科医師の専門的な知見・ 技術を活かし た診療が可能

と なるも の。 ただし 、 患者の側にいる歯科医師は、 既に直接の対面診療を行っ てい

るかかり つけの歯科医師等である 必要があり 、 情報通信機器を用いて診療を 行う 遠

隔地にいる 歯科医師は、 あら かじ め、 かかり つけの歯科医師等の歯科医師より 十分

な情報提供を 受けるこ と 。  

歯科診療の責任の主体は、 原則と し て従来から 歯科診療し ているかかり つけの歯

科医師等の歯科医師にあるが、 情報通信機器の特性を 勘案し 、 問題が生じ た場合の

責任分担等についてあら かじ め協議し ておく こ と 。  

 

イ  適用対象 

希少性の高い疾患等、 専門性の観点から 近隣の歯科医療機関では診断や継続管理

が困難な疾患であるこ と や遠方から では受診するまでに長時間を 要するこ と 等によ

り 、 患者の早期診断や継続管理のニーズを 満たすこ と が難し い患者を 対象に行う こ

と 。  

 

ウ 提供体制 

患者はかかり つけの歯科医師等の患者の状態を 十分に把握し ている 歯科医師と

と も に、 遠隔地にいる 歯科医師の診療を 受けるこ と 。 また、 患者の側にいる かかり
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つけの歯科医師等の歯科医師と 遠隔地にいる 歯科医師は、 事前に診療情報提供書等

を 通じ て連携をと っ ているこ と 。  

 

 

（ ５ ）  患者が医師と いる場合のオンラ イ ン診療 

ア 考え方 

患者が医師と いる場合のオンラ イ ン診療は、 医師が訪問診療等を 行う 際に、 患者

同意の下、 遠隔地にいる歯科医師が情報通信機器を 活用し 、 歯科診療を行う も の。  

なお、 オンラ イ ン診療により 歯科医師が行う 診療行為の責任については、 原則と

し て当該歯科医師が責任を負う 。  

 

イ  最低限遵守する事項 

患者が医師と いる場合のオンラ イ ン診療においても 、 本指針に定めら れた「 最低

限遵守するべき 事項」 等に則っ た診療を 行う こ と 。  

 

ウ 提供体制 

Dentist to Patien t w ith  Doctor を 行う 歯科医師は、 原則、 訪問歯科診療等を 行

っ ているかかり つけの歯科医師であり 、 訪問診療を 行う 医師と 事前に十分な連携を

と っ ているこ と 。  

 

 

（ ６ ）  通信環境（ 情報セキュ リ ティ ・ プラ イ バシー・ 利用端末）  

ア 考え方 

オンラ イ ン診療の実施に当たっ ては、 利用する情報通信機器やク ラ ウド サービス

を含むオンラ イ ン診療システム（ ※１ ） 及び汎用サービス（ ※２ ） 等を適切に選択・

使用するために、 個人情報及びプラ イ バシーの保護に配慮すると と も に、 使用する

システムに伴う リ スク （ 機密情報の漏洩や不正アク セス、 データ の改ざん、 サービ

スの停止等） を 踏まえた対策を 講じ た上で、 オンラ イ ン診療を 実施するこ と が重要

である。  

 

※１  オン ラ イ ン診療システムと は、 オン ラ イ ン診療で使用さ れる こ と を 念頭に作

成さ れた視覚及び聴覚を用いる情報通信機器のシステム 

※２  汎用サービスと は、 オンラ イ ン診療に限ら ず広く 用いら れる サービスであっ

て、 視覚及び聴覚を 用いる情報通信機器のシステムを 使用するも の 

 

ａ  歯科医療機関が行う べき 対策 

歯科医療機関は、 オン ラ イ ン診療に用いる システムによっ て講じ る べき 対策が

異なるこ と を 理解し 、オンラ イ ン診療を計画する際には、患者に対し てセキュ リ テ
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ィ リ スク を説明し 、 同意を得なければなら ない。 歯科医療機関は、 システムは適宜

アッ プデート さ れ、 リ スク も 変わり 得るこ と など、 理解を 深めるべき である。  

 

 

ａ －１  基本事項 

・   歯科医療機関は、 オンラ イ ン診療に用いるシステムを 提供する事業者（ 以

下「 事業者」 と いう 。） による説明を 受け（ システムに関する個別の説明を 受

けるこ と のみなら ず、 事業者が提示し ている 情報提供内容を 自ら 確認するこ

と を含む。）、 十分な情報セキュ リ ティ 対策が講じ ら れているこ と を 確認する

こ と 。また、当該確認に際し て、歯科医療機関は責任分界点について確認し 、

システムの導入に当たっ ては、 そのリ スク を 十分に理解するこ と 。  

・   オン ラ イ ン 診療の際、 医療情報システム（ ※１ ） に影響を及ぼす可能性が

ある（ ※２ ） オンラ イ ン診療システムを使用する際は、「 医療情報安全管理関

連ガイ ド ラ イ ン」 に沿っ た対策を併せて実施するこ と 。 なお、 汎用サービス

を 使用する際は、 汎用サービスが医療情報システムに影響を 与えない設定と

するこ と 。  

 

※１  医療情報システムは、 医療機関のレ セプト 作成用コ ンピュ ータ 、 電子

カ ルテ、 オーダリ ングシステム等の医療事務や診療を 支援するシステム

だけでなく 、何ら かの形で患者の情報を保有するコ ンピュ ータ 、遠隔で患

者の情報を 閲覧・ 取得する コ ン ピュ ータ や携帯端末等も 対象と し て想定

さ れる。また、患者情報の通信が行われる院内・ 院外ネッ ト ワーク も 含む。 

※２  例えば、 電子カ ルテを 利用する端末で、 オン ラ イ ン診療に用いるシス

テムを 直接起動し 、オンラ イ ン診療を 行う と 、セキュ リ ティ 上の問題が生

じ た場合、当該診療に係る患者だけではなく 、電子カ ルテデータ ベースや

それと 連結し た医事システムやレ セプト 作成用コ ン ピュ ータ 内のすべて

の患者の情報に影響が及ぶ可能性がある。  

 

・   歯科医療機関は、 患者に対し てオンラ イ ン診療の実施に伴う セキュ リ ティ

リ スク を説明し 、 オンラ イ ン診療に用いるシステムを利用するこ と について

の合意を得た上で、 双方が合意し た旨を 診療録に記載し 、 オンラ イ ン診療を

実施するこ と 。  

・   「 診療計画」 を 作成する際、 患者に対し て使用するオンラ イ ン診療システ

ムに伴う セキュ リ ティ リ スク 等と その対策及び責任の所在について患者から

の問い合わせに対応でき るよう 、 説明文書の準備（ ウェ ブサイ ト 等の患者が

適切にアク セスでき る方法による開示や、 電磁的記録による説明文書と 同等

の内容のも のの提供を 含む。） 又は対応者の準備を行う こ と 。  



27  

 

・   オンラ イ ン診療システムを 用いる場合は、 医療機関は OS やソ フ ト ウェ ア

のアッ プデート について、 事業者と 協議・ 確認し た上で実施すると と も に、

アッ プデート ができ ない等の個別対応が必要な場合には、事業者から の説明、

情報提供等を 受け、 必要な対応を 実施するこ と 。  

・   歯科医療機関は、 必要に応じ てセキュ リ ティ ソ フ ト を イ ンスト ールするこ

と 。  

・   オン ラ イ ン診療に用いるシステムを使用する際には、 多要素認証を 用いる

のが望まし い。  

・   オン ラ イ ン診療を 実施する際は、 患者がいつでも 歯科医師の本人確認及び

歯科医師の所属医療機関の確認ができ るよう に必要な情報を準備するこ と 。  

・   オン ラ イ ン診療システムを 用いる 場合は、 患者がいつでも 歯科医師の本人

確認ができ る情報及び歯科医療機関の問い合わせ先を オン ラ イ ン診療システ

ム上に掲載するこ と 。  

・   オン ラ イ ン診療システムが後述のｂ に記載さ れている要件を 満たし ている

こ と を 確認するこ と 。  

・   歯科医師がいる空間において歯科診療に関わっ ていない者が診察情報を知

覚でき ないこ と 。 また、 患者がいる 空間に第三者がいないこ と を 確認するこ

と 。  

ただし 、 患者がいる空間に家族等やオンラ イ ン診療支援者がいるこ と を 歯

科医師及び患者が同意し ている場合を除く 。  

・   歯科医師は、 オンラ イ ン診療実施時に、 意図し ない第三者が当該通信に紛

れ込むよう な三者通信（ 患者が歯科医師の説明を一緒に聞いても ら う ために、

歯科医師の同意なく 第三者を 呼び込む場合等） や患者のなり すまし が起こ っ

ていないこ と に留意するこ と 。  

・   プラ イ バシーが保たれるよう に、 患者側、 歯科医師側と も に録音、 録画、

撮影を 同意なし に行う こ と がないよう 確認するこ と 。  

・   オン ラ イ ン診療においてチャ ッ ト 機能を補助的に用いる場合には、 歯科医

療機関が、 セキュ リ ティ リ スク と ベネフ ィ ッ ト を勘案し たう えで、 使用する

ソ フ ト ウェ アやチャ ッ ト 機能の使用方法について患者側に指示を行う こ と 。  

・   歯科医療機関や患者から 、 検査結果画像や患者の医療情報等を 画面共有機

能を用いて提示するこ と 及び画面共有機能を 用いずに画面を 介し て提示する

こ と は、 多く の場合、 後述の場合と 比較し て相対的にセキュ リ ティ リ スク が

低減さ れているも のと 考えら れる。 一方で、 患者から 提示さ れた二次元バー

コ ード や URL 等のリ ン ク 先へのアク セス及びフ ァ イ ルのダウン ロ ード 等は

セキュ リ ティ リ スク が高いため、 セキュ リ ティ リ スク が限定的であるこ と を

歯科医療機関が合理的に判断でき る 場合を除き 、 こ のよう なアク セスやダウ

ンロード 等は行わないこ と が望まし い。  
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・   オンラ イ ン診療を実施する歯科医師は、オンラ イ ン診療の研修等を 通じ て、

セキュ リ ティ リ スク に関する情報を 適宜アッ プデート するこ と 。  

・   歯科医療機関が、 オンラ イ ン診療を実施する際に、 歯科医療情報を 取得す

る目的で外部の PHR 等の情報を取り 扱う こ と が、医療情報システムに影響を

与える場合は、「 医療情報安全管理関連ガイ ド ラ イ ン」 に沿っ た対策を 実施し

なければなら ない。 他方で、 歯科医療機関が、 医療情報システムに影響を 与

えずに当該情報を 取り 扱う 場合には、 セキュ リ ティ リ スク について歯科医療

機関と 患者の間で合意を 得た上で、 オンラ イ ン診療を実施するこ と 。   

 

ａ －２  歯科医療機関が汎用サービスを 用いる場合に特に留意すべき 事項 

歯科医療機関が汎用サービスを 用いる場合は、 本項ａ －１ に加えて下記の事

項を実施するこ と 。  

・   意図し ない三者通信を 防ぐ ため、 歯科医療機関から 患者側につなげるこ と

を 徹底し 、 また、 通信の管理者権限を患者に委譲し ないこ と 。  

・   歯科医療機関又は歯科医療機関から 委託を 受けた者は、 汎用サービスのセ

キュ リ ティ ポリ シーを 適宜確認し 、 患者の問い合わせに対応でき るよう にす

るこ と 。  

・   個別の汎用サービスに内在するセキュ リ ティ リ スク を 理解し 、 必要な対策

を 講じ る責任は歯科医療機関にあり 、 委託を 受けた者が存在する場合は、 委

託契約に基づき 協力する責務が委託を受けた者に課さ れるこ と を 理解するこ

と 。  

・   端末立ち上げ時、 パスワード 認証や生体認証などを用いて操作者の認証を

行う こ と 。  

 

 

ｂ  オンラ イ ン診療システム事業者が行う べき 対策 

オンラ イ ン 診療システムを 提供する事業者は、 下記を 備えたオンラ イ ン診療シ

ステムを 構築し 、下記の項目を 満たすセキュ リ ティ 面で安全な状態を保つこ と 。ま

た、 オンラ イ ン診療システムを 歯科医療機関が導入する際、 事業者は、 歯科医療機

関に対し て、歯科医療機関が十分に理解でき るまで、オンラ イ ン診療システムのセ

キュ リ ティ 等（ 患者および歯科医療機関がシステムを 利用する際の権利、 義務、 情

報漏洩・ 不正アク セス等のセキュ リ ティ リ スク 、 歯科医療機関・ 患者双方のセキュ

リ ティ 対策の内容、 患者への影響等） に関する説明を 行う こ と（ 分かり やすい説明

資料等を 作成し 歯科医療機関に提示するこ と が望まし い。）。  

なお、歯科医療機関の医療情報管理責任者は、本項を 踏まえて、所属する歯科医

師が行う べき セキュ リ ティ リ スク 対策を講じ るこ と 。  
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ｂ －１  基本事項 

・   歯科医療機関に対し て、 歯科医療機関が負う 情報漏洩・ 不正アク セス等の

セキュ リ ティ リ スク 及びシステム障害時の診療への影響を 明確に説明するこ

と 。  

・   事業者は歯科医療機関に対し て、 オンラ イ ン診療のセキュ リ ティ に係る責

任分界点について明確に説明し 、 合意し た範囲において責任を 負う こ と 。  

・   オン ラ イ ン診療システムの中にビ デオ会議システム等の汎用サービスを 組

み込んだシステムにおいても 、 事業者はシステム全般のセキュ リ ティ リ スク

について、 歯科医療機関に明確に説明し 、 合意し た責任分界点の範囲におい

て責任を負う こ と 。  

・   事業者は、 合意に基づき 、 脆弱性などのセキュ リ ティ リ スク 発生時には速

やかに歯科医療機関に状況や対応方法等の情報提供を 行う などの善管注意義

務を適切に履行するこ と 。  

・   オン ラ イ ン診療システム等が医療情報システムに影響を 及ぼし 得るかを 明

ら かにするこ と 。（ ＊）  

・   医療情報システム以外のシステム（ 端末・ サーバー等） における歯科診療

にかかる患者個人に関するデータ の蓄積・ 残存の禁止（ ＊）（ ｂ －２ ） に該当

する場合を 除く 。）。  

・   システムの運用保守を 行う 歯科医療機関の職員や事業者、 ク ラ ウド サービ

ス事業者のアク セス権限を管理するこ と （ I D/パスワード や生体認証、 I C カ

ード 等により 多要素認証を 実施する こ と が望まし い。 また、 システム運用監

督者は退職者アカ ウント の削除など管理外になり やすい要素を 重点的に監視

するこ と 。）。（ ＊）  

・   不正アク セス防止措置を講じ るこ と （ I DS/I PS を 設置する等）。（ ＊）  

・   不正アク セスやなり すまし を 防止する と と も に、 患者が歯科医師の本人確

認を行えるよう に、「 ａ －１  基本事項」 における歯科医師の本人証明と 歯科

医師の所属医療機関の確認が常に可能な機能を 備えるこ と 。（ ＊）  

・   アク セスログの保全措置（ ログ監査・ 監視を実施するこ と が望まし い。）。

（ ＊）  

・   端末へのウィ ルス対策ソ フ ト の導入、 OS・ ソ フ ト ウェ アのアッ プデート を

定期的に促す機能。（ ＊）  

・   信頼性の高い機関によっ て発行さ れたサーバー証明書を 用いて、 通信の暗

号化（ TLS1 . 2 以上） を実施するこ と 。（ ＊）  

・   オン ラ イ ン診療時に、 複数の患者が同一の施設から ネッ ト ワーク に継続的

に接続する場合には、I P-VPN や I Psec＋I KE による接続を行う こ と が望まし

いこ と 。（ ＊）  
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・   遠隔モニタ リ ング等で蓄積さ れた歯科医療情報については、「 医療情報安全

管理関連ガイ ド ラ イ ン 」 に基づいて、 安全に取り 扱えるシステムを 確立する

こ と 。（ ＊）  

・   使用するド メ イ ンの不適切な移管や再利用が行われないよう に留意するこ

と 。  

 

 

ｂ －２  医療情報システムに影響を及ぼす可能性があるシステムの場合 

オンラ イ ン 診療システムが、 医療情報システムを扱う 端末で使用さ れ、 オン

ラ イ ン診療を 行う こ と で、 医療情報システムに影響を及ぼす可能性がある場合、

ｂ －１ に加えて「 医療情報安全管理関連ガイ ド ラ イ ン 」 に沿っ た対策を 行う こ

と 。 特に留意すべき 点を 例示と し て下記に示す。  

 

・   法的保存義務のある医療情報を保存するサーバーを国内法の執行が及ぶ場

所に設置するこ と 。（ ＊）  

・   歯科医療機関に対し てそれぞれの追加的リ スク に関し て十分な説明を 行い、

事故発生時の責任分界点を明ら かにするこ と 。  

・   歯科医療情報を 保存するシステムへの不正侵入防止対策等を 講ずるこ と 。

（ ＊）  

 

また、 オンラ イ ン 診療システムは、 上記のｂ －１ 及びｂ －２ の（ ＊） を 満

たし ているシステムであるかどう か、第三者機関に認証さ れるのが望まし い。

第三者機関の認証と し ては以下のいずれかが望まし い。  

一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会（ HI SPRO）、 プラ

イ バシーマーク （ JI S Q 15001）、 I SMS（ JI S Q 27001 等）、 I TSMS（ JI S 

Q 20000-1 等） の認証、 情報セキュ リ ティ 監査報告書の取得、 ク ラ ウド セ

キュ リ ティ 推進協議会の CS マーク や I SMS ク ラ ウド セキュ リ ティ 認証

（ I SO27017） の取得 

 

 

ｃ  患者に実施を 求めるべき 内容 

歯科医療機関はオンラ イ ン診療を活用する際は、「 診療計画」 の作成時に患者に

対し て、 オンラ イ ン診療を 行う 際のセキュ リ ティ およびプラ イ バシーのリ スク を

説明し 、 特に下記が遵守さ れるよう にし なければなら ない。 また、 患者側が負う べ

き 責任があるこ と を 明示し なければなら ない。  

 

ｃ －１  基本事項 

・   使用するシステムに伴う リ スク を 把握するこ と 。  
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・   オンラ イ ン診療を行う 際は、使用するアプリ ケーショ ン、OS が適宜アッ プ

デート さ れるこ と を確認するこ と 。  

・   歯科医師側の了解なく ビデオ通話を録音、録画、撮影し てはなら ないこ と 。  

・   歯科医師のアカ ウント 等の情報を 診療に関わり のない第三者に提供し ては

なら ないこ と 。  

・   歯科医師と の通信中は、 第三者を 参加さ せないこ と 。  

・   汎用サービスを 使用する際は、 患者側から は発信し ないこ と 。  

 

 

ｃ －２  医療情報システムに影響を及ぼし う るケース（ 歯科医療機関が判断の上、

患者に通知し た場合に限る。）  

・   原則、 歯科医療機関が求めない限り 、 あるいは指示に反し て、 チャ ッ ト 機

能の利用やフ ァ イ ルの送付などは行わないこ と 。特に外部 URL への誘導を 含

むチャ ッ ト はセキュ リ ティ リ スク が高いため行わないこ と 。  

 

 

 

３  その他歯科におけるオンラ イ ン診療に関連する事項 

（ １ ）  オンラ イ ン診療で用いる歯科医療機器 

口腔内の状況を 把握するために、 口腔内カ メ ラ 等の歯科医療機器を用いる場合は、

その取扱いや管理の方法等について、 あら かじ め決めておく べき である。 なお、 用

いる歯科医療機器の精度等については、 歯科医療機器を 用いよう と する対象や目的

等を踏まえ、 歯科医師が適切に判断するこ と 。  

 

（ ２ ）  歯科医師教育／患者教育 

オンラ イ ン診療の実施に当たっ ては、 歯科医学的知識のみなら ず、 オンラ イ ン診

療の特性への理解、 情報通信機器の使用や情報セキュ リ ティ 等に関する知識が必要

と なる。 こ のため、 オンラ イ ン診療を 実施する歯科医師は、 オンラ イ ン診療に責任

を 有する者と し て、 厚生労働省が定める研修を 受講するこ と により 、 オンラ イ ン診

療を実施するために必須と なる知識を習得し なければなら ない。  

歯科医師は、 オンラ イ ン診療に責任を有する者と し て、 歯科医療関係団体などに

よる研修の受講等により こ う し た知識の習得に努めると と も に、Ⅴ１（ １ ）及び（ ３ ）

に示す事項及び情報通信機器の使用方法、 医療情報のセキュ リ ティ 上安全な取扱い

等について、 患者に対し あら かじ め説明を し ておく べき である。 また、 オンラ イ ン

診療では、 対面診療に比し て、 より 患者が積極的に歯科診療に協力する必要がある

こ と も 、 あら かじ め説明し ておく べき である。  

患者は、 オンラ イ ン診療には歯科医師に伝達でき る情報等に限界があるこ と を 理

解し 、 う まく 情報が伝わら ない等により 歯科医師がオンラ イ ン診療の実施の中止を
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決めたと き は、 提供さ れる歯科医療の安全を 確保する観点から 、 歯科医師の判断が

尊重さ れるべき である。  

また、 歯科医師－患者間の信頼関係を構築し た上で、 さ ら にオンラ イ ン診療の質

を 向上さ せるためには、 より 適切な情報の伝え方について歯科医師－患者間で継続

的に協議し ていく こ と が望まし い。  

なお、 患者が情報通信機器の使用に慣れていない場合については、 オンラ イ ン診

療支援者が機器の使用の支援を 行っ ても よ いが、 歯科医師は、 当該オンラ イ ン 診療

支援者に対し て、 適切なオンラ イ ン診療が実施さ れるよう 、 機器の使用方法や情報

セキュ リ ティ 上のリ スク 、 診療開始のタ イ ミ ング等について、 あら かじ め説明を行

っ ているこ と が望まし い。  

 

（ ３ ）  質評価／フ ィ ード バッ ク  

オンラ イ ン診療では、 質評価やフ ィ ード バッ ク の体制の整備が必要である。 質評

価においては、 歯科医学的・ 医療経済的・ 社会的観点など、 多角的な観点から 評価

を 行う こ と が望まし い。  

対面診療と 同様に診療録の記載は必要であるが、 対面診療における診療録記載と

遜色の無いよう 注意を 払う べき である。 加えて、 診断等の基礎と なる情報（ 診察時

の動画や画像等） を保管する場合は、「 医療情報安全管理関連ガイ ド ラ イ ン」 等に準

じ てセキュ リ ティ を講じ るべき である。  

 

（ ４ ）  エビデンスの蓄積 

オンラ イ ン診療の安全性や有効性等に関する情報は、 個々の歯科医療機関で保有

さ れるだけでなく 、 今後のオンラ イ ン診療の進展に向け社会全体で共有・ 分析さ れ

ていく こ と が望まし い。 そのためにも 、 歯科医師は、 カ ルテ等における記録におい

て、 日時や診療内容などについて可能な限り 具体的な記載をするよ う 心掛ける と と

も に、 オンラ イ ン診療である旨が容易に判別でき るよう 努めるこ と が望まれる。  


